
事 務 連 絡 
令和５年４月 28 日 

 

都道府県旅行業担当課長 殿 

 

      観光庁参事官（旅行振興） 

（公 印 省 略） 

 

旅行業法施行規則の一部改正について 

 

 

 「所得税法等の一部を改正する法律」（令和５年法律第３号）において、消費

税法（昭和 63 年法律第 108 号）の一部が改正されることに伴い、同法の規定を

引用する旅行業法施行規則（昭和 46 年運輸省令第 61 号）について、項ずれの手

当て等を行う改正を行いましたので周知いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


